
（別紙）  

(豊かさ共創スリーアップ推進業務)審査基準について 

下表の基準に従って審査員が、企画提案書等について評価の視点をもとに評価した内容
点を合計したものを審査点（５０点満点）とする。最終的に各審査員の審査点を合計して
総合点を算出し、最⾼得点を得た者から順位を付けるものとする。ただし、順位決定を⾏
う際に、同位の提案書が複数ある場合は、審査員の多数決により順位を決定する。 

なお、審査員の１名以上が内容点の評価項目（その他を除く）のうち１項目でも評価点２
点未満とした場合または審査点が２５点未満の場合は失格とする。 

評価項目 評価の観点 配点 
事業者適格性 企画提案参加社

の経営状況等 
会社規模・財務状況が本業務の受託にあたって十分か 

４ 
直近の経営状況は健全か 

業務推進体制 本業務遂⾏の 
ための体制 

プロジェクトチームの編成、人員、関連会社や各種媒体等
の協⼒会社のネットワークは十分か 

４ 

成果の確実性 取組実現性 PR やキャンペーン・イベント業務等類似業務実績を有す
るか（※ 類似業務実績がない場合は選定しない） 

４ 

 与件理解 スリーアップ及びその課題、普及啓発の必要性についての
理解度 

４ 

企画提案内容 周知・イベント 効果的な周知活動が企画・運営されるか。 
２０  の内容 スリーアップ推進セミナー等の効果的なイベントが企画・

運営されるか。 
 周知等の効果 豊かさ共創スリーアップ推進協議会への企業等の参加及

びキャリアアップ・ユニバーシティの講座等リスキリング
講座への働き手の派遣が期待できるか。 

１０ 

その他 特記すべき提案 その他、特記すべき提案があるか ４ 

＜参考＞ 評価の基準について 

内容点の各評価項目における評価基準は、次のとおりとする。 

・優れている／期待できる       （⾼得点） 
・やや優れている／やや期待できる 
・やや劣る／あまり期待できない 
・劣る／期待できない 
・要求水準を満たしていない      （ ０ 点 ） 


